
 

 

 

 

令和 7年 9月吉日       

 

お客さま 各位 

 

 

＜重要なお知らせ＞ 

預金口座の売買・譲渡は「犯罪」です 

 

 

 

預金口座を売る行為・買う行為、譲渡する行為・譲受する行為、貸す行為・借りる行為、   

いずれも犯罪行為であり、逮捕・起訴されて刑罰を受ける恐れがあります。 

口座の売買・譲渡等の話を持ちかけられても、絶対に応じないでください。 

 

当金庫の預金口座が売買・譲渡等に利用されたと判明した場合は、預金規定にもとづき 

     口座の利用を停止、または預金者に通知することにより口座を解約させていただきます。 

 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


